
 

制度改正等の課題解決環境整備事業  

定額減税対応のポイント 

今年の 6月から給与所得者向けの定額減税が開始されます。実務担当者が注意すべきポイントについて解説いた

します。また時間に余裕があれば今年度に改正された税制についても少しお話いたします。定額減税の事務手続き

についてまだ準備が済んでいない事業者さまは、ぜひこの機会にご確認ください。 

令和６年 ７月 １６日（火） 1４：０0 ～ １６：０0  

無 料 (会員・非会員問わず) 
 

3０名（定員になり次第締切） 

セミナーカリキュラム 

１．定額減税の概要 

２．給与所得者の実務対応の注意点 

３．事業主（事業所得者）の 

定額減税対応の注意点 

４．その他 税制の注意点 
・賃上げ税制 
・交際費課税の特例措置など 
 

※最新情報を盛り込むため内容が変更となる場合がございます。 

『定額減税対応のポイント』申込書 

お申込み先 FAX：0294-22-0120 

事業所名  TEL  

所在地 
 

FAX  

受講者名 
 メール 

アドレス 

 

質問 

記載欄 

質問がありましたらご記入ください。 

※本申込書にご記入いただいた情報は、本講座開催に係る各種連絡の他、当主催のセミナー案内等に利用させていただきます。 

給与所得者・事業所得者 それぞれの 

日立商工会議所 第４会議室 （日立市幸町１丁目２１−２） 

日時 

会場 

受講料 対象 

日立商工会議所 

TEL : 0294-22-0128  

主催 

 

 
対象：中小・小規模事業者の経営者・経理担当者向け 

塩野貴之税理士事務所 代表 

ＳＴコンサルティング合同会社 代表 

塩野 貴之 氏  

上智大学卒業後、旭硝子（現・ＡＧＣ）株式会社と中堅商社の経理部

門において決算早期化・子会社管理・上場準備・原価計算・管理部門

の仕組み作り・M&A業務等の各種業務に従事。独立後は 20 年以上

の上場企業勤務の経験を活かし、業務改善を通じて顧問先の業績向

上をサポートするなど、中小企業のお金を守り社長を支える「社外

参謀」として活動中。難しい専門用語をできるだけ使わず、相手の

立場に立った分かりやすい説明には定評があり、現在の顧問先は個

人事業主から上場企業まで多岐にわたっている。 

講師 

～令和 6 年度の特別税制についてお話します～ 

定員 

中小・小規模事業者 


